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世
界
各
地
で
地
域
型
の
決
済
ス
キ
ー
ム
が
立
ち
上
が
っ
て
い
る
。
背
景
に
は
、
金
融
危
機
以
降
の
ド
ル
・

ユ
ー
ロ
の
不
安
定
化
と
新
興
国
経
済
の
自
立
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
あ
り
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
国
際
標
準
化

が
促
進
要
因
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
現
状
を
分
析
し
論
点
整
理
を
行
っ
て
み
た
い
（
本
稿
は
筆
者

の
個
人
的
な
見
解
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
責
任
は
す
べ
て
筆
者
個
人
に
帰
属
し
、
筆
者
の
所
属
す
る

企
業
や
関
連
す
る
企
業
・
団
体
の
公
式
見
解
で
は
な
い
）。

地
域
型
決
済
ス
キ
ー
ム
の 

源
流
「
Ｓ
Ｅ
Ｐ
Ａ
」

　

地
域
型
の
決
済
ス
キ
ー
ム
が
世
界

各
地
で
立
ち
上
が
っ
て
い
る
。
大
き

な
方
向
性
を
認
識
す
る
た
め
、
各
ス

キ
ー
ム
を
ま
と
め
た
の
が
図
表
１
で

あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
ま
ず
国
や

地
域
内
の
決
済
方
式
が
統
一
化
さ

れ
、
や
が
て
国
や
地
域
を
越
え
て
連

携
し
て
い
く
動
き
が
み
て
と
れ
る
。

　

と
り
わ
け
目
立
つ
の
が
、
経
済
の

成
長
過
程
に
あ
る
新
興
国
や
そ
の
地

域
で
つ
く
る
決
済
ス
キ
ー
ム
だ
。
経

済
活
動
を
活
発
化
す
る
に
は
、
こ
れ

ま
で
異
な
る
慣
行
や
シ
ス
テ
ム
で
成

り
立
っ
て
い
た
国
内
（
域
内
）
資
金

の
決
済
を
効
率
化
さ
せ
る
必
要
性
が

あ
り
、「
自
国
（
地
域
）
統
一
決
済

ス
キ
ー
ム
」
を
構
築
す
る
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
が
働
く
。
そ
の
際
、
自
国
の

経
済
規
模
が
大
き
く
相
応
の
取
引
ボ

リ
ュ
ー
ム
が
見
込
ま
れ
る
中
国
と
イ

ン
ド
は
、
自
国
単
独
の
統
一
ス
キ
ー

ム
を
形
成
し
て
い
る
。
一
方
、
単
独

で
の
取
引
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
確
保
で
き

な
い
も
の
の
、
経
済
圏
と
し
て
ヒ
ト

・
モ
ノ
・
カ
ネ
の
結
び
つ
き
が
強
い

東
南
ア
ジ
ア
・
中
東
や
ア
フ
リ
カ

は
、
コ
ス
ト
面
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
外

部
性
等
を
考
慮
し
て
複
数
国
（
経
済

圏
）
で
決
済
方
法
の
統
一
化
を
図
っ

て
い
る
。
日
本
に
た
と
え
る
な
ら
、

１
９
７
３
年
に
第
一
次
全
銀
シ
ス
テ

ム
が
ス
タ
ー
ト
し
、
内
国
為
替
取
引

が
機
械
化
さ
れ
た
段
階
で
あ
る
。

　

世
界
各
地
で
地
域
型
決
済
ス
キ
ー

ム
が
形
づ
く
ら
れ
た
契
機
と
し
て
、

欧
州
に
お
け
る
Ｓ
Ｅ
Ｐ
Ａ
（Single 

E
uro P

aym
ents A

rea

＝
単
一
欧

州
決
済
圏
）
の
形
成
が
重
要
な
起
点

に
な
っ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い

る
。
Ｓ
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
２
０
０
２
年
の
リ

ス
ボ
ン
・
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
よ
っ
て
、

「
競
争
力
が
あ
り
、
透
明
性
の
高
い

欧
州
経
済
圏
を
構
築
す
る
」
こ
と
を

目
的
に
、
域
内
で
は
国
内
外
の
区
別

な
く
口
座
振
込
、
口
座
引
落
、
カ
ー

ド
決
済
に
共
通
の
決
済
ス
キ
ー
ム
を

導
入
し
て
、
ユ
ー
ロ
圏
全
域
を
一
つ

の
リ
テ
ー
ル
決
済
圏
と
し
て
統
合
し

た
取
組
み
。
07
年
に
リ
テ
ー
ル
決
済

サ
ー
ビ
ス
を
規
律
す
る
Ｐ
Ｓ
Ｄ
（
決

済
サ
ー
ビ
ス
指
令
）
が
成
立
し
、
口

座
振
込
・
口
座
引
落
・
カ
ー
ド
決
済

の
３
分
野
に
域
内
共
通
の
新
し
い
決

済
ル
ー
ル
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
と

き
、
決
済
市
場
統
一
の
具
体
的
な
実

行
手
段
と
し
て
Ｉ
Ｓ
Ｏ
２
０
０
２
２
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と
呼
ば
れ
る
オ
ー
プ
ン
な
Ｘ
Ｍ
Ｌ
標

準
が
採
用
さ
れ
、
決
済
プ
ロ
セ
ス
と

メ
ッ
セ
ー
ジ
ン
グ
が
標
準
化
さ
れ

た
。

　

欧
州
で
採
用
さ
れ
た
「
決
済
市
場

の
効
率
化
を
成
長
に
つ
な
げ
る
戦

略
」
は
、
東
南
ア
ジ
ア
や
中
東
の
地

域
決
済
ス
キ
ー
ム
に
も
導
入
さ
れ
て

い
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
世
界
中
に
伝
播

し
た
の
は
、
Ｘ
Ｍ
Ｌ
標
準
が
Ｓ
Ｅ
Ｐ

Ａ
の
統
合
手
段
と
さ
れ
る
に
あ
た

り
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
／
Ｔ
Ｃ
68
（
注
１
）
に
お

い
て
国
際
的
な
検
討
体
制
が
構
築
さ

れ
、
各
国
の
決
済
ビ
ジ
ネ
ス
の
専
門

家
た
ち
が
結
集
し
知
恵
が
共
有
さ
れ

た
こ
と
が
、
そ
の
後
の
地
域
型
決
済

ス
キ
ー
ム
を
企
画
す
る
際
の
ル
ー
ル

策
定
や
技
術
面
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な

っ
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
域
型

決
済
ス
キ
ー
ム「
Ａ
Ｐ
Ｎ
」

　

図
表
２
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
中
心

と
す
る
域
内
Ａ
Ｔ
Ｍ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

連
携
の
Ａ
Ｐ
Ｎ
（A

sian P
aym

ent 

N
etw

ork

）
参
加
企
業
で
あ
る
。

　

Ａ
Ｐ
Ｎ
の
発
足
は
、
01
年
に
採
択

さ
れ
た
「
ｅ－

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
イ
ニ
シ

ア
テ
ィ
ブ
」
が
出
発
点
と
な
っ
て
い

る
。
同
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
の
競
争
力
向
上
の
た
め
に
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内
の
情
報
イ
ン
フ
ラ

の
整
備
と
域
内
の
連
携
強
化
を
提
唱

し
た
も
の
。
そ
の
後
、
パ
イ
ロ
ッ
ト

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
06
年
に
各
国

決
済
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
事
業
者
を
メ
ン

バ
ー
と
す
る
「
Ａ
Ｔ
Ｍ
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
バ
イ
ラ
テ
ラ
ル
連
携
（
ネ
ッ
テ

ィ
ン
グ
等
を
行
わ
な
い
個
別
の
メ
ッ

シ
ュ
型
接
続
形
態
）」
が
、
Ａ
Ｐ
Ｎ

と
し
て
立
ち
上
が
っ
た
。

　

当
初
参
加
国
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の

中
核
国
で
あ
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ

レ
ー
シ
ア
、
タ
イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

の
４
カ
国
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
フ
ィ

リ
ピ
ン
や
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
他
の
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
の
事
業
者
を
巻
き
込
ん

で
連
携
は
順
調
に
拡
大
し
た
。
さ
ら

に
09
年
以
降
、
非
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟

国
の
韓
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ

ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
中
国
銀
聯
が
加

〔図表１〕 地域型決済スキームの概要
地域 欧米/グローバル 東南アジア アフリカ 中近東 インド 中国

名称

IPFA
International
Payment
Framework
Association

APN
Asian Payment 
Network

WAMZ
CMA
EAC
SADC

GCC
Gulf Corporation

Council

NPCI
National 
Payment
Corporation 
India

CUP
China UnionPay

（中国銀聯）

区分 クロスボーダーの新
しい決済スキーム 域内の共通決済制度の導入 国内決済制度の統一

発展
段階 グローバル化 地域を越えた発展 構想段階 構想段階 地域内統一を達成 地域を越えた発展

スキー
ム特性

アメリカと欧州間
におけるドル・ユ
ーロ・ポンドを用
いた「小口のノン
アージェント（急
がない）送金の枠
組 み 」。10年 に シ
ステムが稼働し、
近年アフリカ・南
米等にまで参加者
が拡大している

06年に開始された
東南アジアにおけ
る「国境を越えた
ATMの バ イ ラ テ
ラ ル 連 携 ス キ ー
ム 」。09年 以 降、
ASEAN以 外 の 国
々が参加しメンバ
ーが拡大

アフリカにおける
「地域内決済スキ
ーム」。各スキー
ムは、5 ～ 10カ国
で構成され、決済
システムの相互利
用や共通通貨等の
検討が進んでいる

アラビア湾岸諸国
に よ る「EU並 み
の 共 通 市 場 構
想 」。08年 以 降 構
想が具体化してお
り、関税の撤廃が
合意され、共通通
貨と共通の決済シ
ステム導入が構想
されている

08年 に 誕 生 し た
「インドの国内共
通 決 済 ス キ ー
ム 」。 銀 行 間 決
済、ATM、 カ ー
ドを含む電子決済
の国内標準制度

02年 に 誕 生 し た
「中国の国内共通
決済スキーム」。
銀行間決済、銀行
カ ー ド 決 済 を 含
む。銀聯カードは
10年に発行枚数で
VISAを 抜 き 世 界
一に。POS、モバ
イル決済等の多極
化も進んでいる

主要
参加者

各国中銀、新興国
銀行、欧米地銀、
主要決済事業者、
ITベンダー等。約
40社

ASEANと ア ジ ア
太平洋地域12カ国
の決済事業者

アフリカ南部、中
部における銀行、
決済事業者

バーレーン、クウ
ェ ー ト、 オ マ ー
ン、カタール、サ
ウ ジ ア ラ ビ ア、
UAE

インドステイト銀
行を中心とするコ
アバンク10行、ベ
ン ダ ー、 中 央 銀
行、銀行協会

ー

日本の
関与

一部のメガバンクが
オブザーバー参加 なし なし なし なし 銀聯カード発行

ATM接続
（出所）　EU payments integration および各種資料に基づき当社作成。
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わ
る
こ
と
で
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域

に
お
け
る
Ａ
Ｔ
Ｍ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

一
大
連
携
が
実
現
し
て
い
る
（
現
時

点
で
日
本
か
ら
の
参
加
は
な
い
）。

　

Ａ
Ｐ
Ｎ
は
も
と
も
と
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
域
内
の
観
光
や
出
稼
ぎ
な
ど
、
人

の
往
来
に
伴
う
現
金
引
出
や
郷
里
送

金
と
い
っ
た
手
数
料
の
高
い
サ
ー
ビ

ス
の
コ
ス
ト
削
減
策
と
し
て
企
画
さ

れ
た
。
い
ま
で
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
越

え
て
連
携
す
る
に
至
っ
て
お
り
、
そ

の
背
景
に
は
、
域
内
の
結
び
つ
き
が

深
ま
っ
た
こ
と
以
外
に
、
15
年
に
見

込
ま
れ
て
い
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体

創
設
に
伴
う
ビ
ジ
ネ
ス
拡
大
に
乗
り

遅
れ
な
い
た
め
の
機
会
と
し
て
、
Ａ

Ｐ
Ｎ
が
周
辺
国
の
注
目
を
集
め
た
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
非

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
か
ら
真
っ
先
に
Ａ

Ｐ
Ｎ
に
参
画
し
た
Ｋ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
（
韓
国

金
融
決
済
院
）
に
よ
れ
ば
、
コ
ス
ト

削
減
効
果
と
と
も
に
、
Ａ
Ｐ
Ｎ
が
今

後
一
層
拡
大
し
Ｓ
Ｅ
Ｐ
Ａ
や
Ｉ
Ｐ
Ｆ

Ａ
（
注
２
）
等
と
連
携
す
る
可
能
性
を

示
唆
し
て
い
る
。

　

Ａ
Ｐ
Ｎ
は
、
現
時
点
で
他
の
地
域

型
ス
キ
ー
ム
と

連
携
す
る
可
能

性
に
つ
い
て
意

思
表
示
を
し
て

い
な
い
。
た
だ

し
、
12
年
に
開
催

さ
れ
た
第
８
回

総
会
に
お
い
て
、

現
在
の
ク
ロ
ス

ボ
ー
ダ
ー
Ａ
Ｔ

Ｍ
連
携
に
よ
る

現
金
引
出
と
残

高
確
認
に
と
ど

ま
ら
ず
、
ク
ロ
ス

ボ
ー
ダ
ー
の
Ｐ

Ｏ
Ｓ
取
引
（
注
３
）

・
送
金
・
そ
の
他

電
子
的
金
融
サ

ー
ビ
ス
等
を
視

野
に
入
れ
た
業

務
範
囲
の
拡
大

方
針
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内
の
決
済

シ
ス
テ
ム
の
今
後
の
連
携
拡
充
に
つ

い
て
は
、
11
年
４
月
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

各
国
の
中
央
銀
行
が
開
い
た
「
決
済

と
セ 
ト
ル
メ
ン
ト
に
関
す
る
ワ
ー
キ

ン
グ
コ
ミ
ッ
テ
ィ
（
Ｗ
Ｃ－

Ｐ
Ｓ

Ｓ
）」
の
報
告
に
お
い
て
、
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
域
内
の
関
税
同
盟
が
発
効
す
る

15
年
以
降
に
域
内
の
決
済
シ
ス
テ
ム

が
リ
ン
ク
す
る
こ
と
を
見
据
え
て
、

域
内
の
リ
テ
ー
ル
決
済
、
貿
易
決

済
、
送
金
等
の
資
金
到
着
時
間
短
縮

や
Ｃ
Ｌ
Ｓ
（
注
４
）
へ
の
加
盟
な
ど
に

よ
る
為
替
リ
ス
ク
削
減
等
が
言
及
さ

れ
て
お
り
、
将
来
的
な
決
済
シ
ス
テ

ム
全
体
の
連
携
構
想
が
示
さ
れ
て
い

る
。

　

た
だ
し
、
Ａ
Ｐ
Ｎ
は
バ
イ
ラ
テ
ラ

ル
決
済
の
集
合
体
で
あ
り
、
中
央
集

権
的
な
組
織
が
な
い
た
め
、
参
加
銀

行
や
取
引
コ
ス
ト
等
の
実
際
の
運
営

・
利
用
実
態
が
明
ら
か
で
は
な
い
。

今
後
さ
ら
な
る
動
向
把
握
が
必
要
で

あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。

本
邦
へ
の
示
唆

　

地
域
型
決
済
ス
キ
ー
ム
は
、
当
該

ス
キ
ー
ム
が
域
外
連
携
を
開
始
し
た

時
点
で
本
邦
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
大
き
な

影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
Ａ
Ｐ
Ｎ
の
よ
う
な

広
範
な
連
携
が
実
現
す
る
と
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
外
部
性
の
高
ま
り
に
よ
っ

て
、
円
通
貨
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
間

〔図表２〕 APNメンバー企業
〔ASEAN加盟国〕 
● Artajasa Pembayaran Elektronis（インドネシア）
● Malaysian Electronic Clearing Corporation - My Clear（マレーシア）
● Malaysia Electronic Payment System - MEPS（マレーシア）
● National ITMX Co. Ltd. Of Thailand - ITMX（タイ）
● Network for Electronic Transfers Singapore - NETS（シンガポール）
● MegaLink（フィリピン）― 2012 ～ 13議長国
● PT RINTIS Sejahtera（インドネシア）
● Vietnam National Financial Switching - Bancnet VN（ベトナム）
〔非ASEAN加盟国〕 
● Korea Financial Telecommunications & Clearings Institute- KFTC（韓国）
● Paymark（ニュージーランド）
● Strategic Payments Services - SPS（オーストラリア）
● UnionPay（中国）

（出所）タイ中央銀行資料・関係者へのインタビュー等に基づき当社作成。
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で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
間
競
争
と
も
い
う

べ
き
関
係
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
か
ら
だ
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
地
域
型
決
済
ス
キ

ー
ム
は
個
別
金
融
機
関
に
お
け
る
対

顧
客
の
利
便
性
の
問
題
に
と
ど
ま
ら

ず
、
域
内
に
お
け
る
円
通
貨
の
利
便

性
の
観
点
か
ら
も
検
討
を
行
う
必
要

性
が
認
識
さ
れ
る
。
検
討
の
論
点
と

し
て
は
、
地
域
型
決
済
ス
キ
ー
ム
が

こ
こ
ま
で
成
長
し
て
き
た
こ
と
を
ふ

ま
え
て
、
①
現
行
の
地
域
型
決
済
ス

キ
ー
ム
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る

か
、
②
地
域
型
決
済
ス
キ
ー
ム
同
士

が
相
互
連
携
し
て
い
く
将
来
像
に
ど

の
よ
う
に
か
か
わ
る
か
と
い
う
二
つ

の
視
点
が
必
要
に
な
る
。
も
と
よ

り
、
こ
れ
ら
の
検
討
に
は
日
本
企
業

の
一
層
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
し

て
、
邦
銀
が
「
リ
テ
ー
ル
バ
ン
キ
ン

グ
業
務
」
を
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て

企
業
を
支
援
し
て
い
く
の
か
、
と
い

う
方
針
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ

る
。
同
時
に
、
日
本
と
し
て
円
の
競

争
力
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い

う
個
別
行
の
判
断
を
超
え
た
内
容
も

含
ま
れ
て
い
る
。

■
リ
テ
ー
ル
バ
ン
キ
ン
グ
業
務
の
視

点
　

Ａ
Ｐ
Ｎ
等
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
へ
の
参
画
は
、
リ
テ
ー
ル
バ
ン
キ

ン
グ
の
観
点
か
ら
旅
行
者
へ
の
利
便

性
提
供
と
と
も
に
、
現
地
に
進
出
し

て
い
る
日
系
企
業
向
け
の
給
与
支
払

い
な
ど
、
現
地
活
動
支
援
の
側
面
が

あ
る
（
注
５
）。
ま
た
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
連
携

で
自
行
カ
ー
ド
の
使
い
勝
手
が
高
ま

れ
ば
、
現
地
通
貨
調
達
に
も
一
定
の

効
果
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な

わ
ち
地
域
型
決
済
ス
キ
ー
ム
へ
の
ア

ク
セ
ス
確
保
は
、
リ
テ
ー
ル
バ
ン
キ

ン
グ
業
務
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
地
域
型
決
済
ス

キ
ー
ム
は
既
往
サ
ー
ビ
ス
（
国
際
キ

ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
・
外
為

送
金
サ
ー
ビ
ス
）
と
カ
ニ
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
（
共
食
い
現
象
）
を
発
生
さ

せ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら

を
す
で
に
提
供
し
て
い
る
メ
ガ
バ
ン

ク
よ
り
も
、
商
品
の
品
揃
え
や
コ
ル

レ
ス
バ
ン
キ
ン
グ
網
が
充
実
し
て
い

な
い
地
銀
に
こ
そ
最
適
な
サ
ー
ビ
ス

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

Ａ
Ｐ
Ｎ
は
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
連
携
を
起

点
と
し
て
よ
り
広
範
な
電
子
金
融
サ

ー
ビ
ス
の
連
携
を
視
野
に
入
れ
て
い

る
。
現
地
通
貨
の
調
達
能
力
が
「
銀

行
の
海
外
ビ
ジ
ネ
ス
の
競
争
力
を
規

定
す
る
」
と
い
わ
れ
る
現
状
に
お
い

て
、
メ
ガ
バ
ン
ク
が
目
指
す
ト
ラ
ン

ザ
ク
シ
ョ
ン
バ
ン
キ
ン
グ
で
は
、
欧

米
先
進
行
の
よ
う
に
リ
テ
ー
ル
預
金

や
カ
ス
ト
デ
ィ
資
金
を
総
動
員
し
て

現
地
通
貨
の
流
動
性
を
確
保
す
る
必

要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、

現
地
通
貨
の
安
定
的
な
調
達
と
と
も

に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
送

金
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
応
え
る
た
め
に

は
、（
Ａ
Ｐ
Ｎ
に
限
ら
な
い
が
）
現

地
決
済
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
連
携
が

不
可
欠
と
考
え
ら
れ
る
。

■
シ
ス
テ
ム
対
応
の
視
点

　

地
域
型
決
済
ス
キ
ー
ム
へ
の
参
画

は
、
接
続
方
法
に
も
よ
る
が
、
銀
行

決
済
シ
ス
テ
ム
の
多
通
貨
決
済
対
応

や
、
各
ス
キ
ー
ム
と
の
イ
ン
タ
ー
フ

ェ
ー
ス
開
発
等
の
大
規
模
な
シ
ス
テ

ム
投
資
が
前
提
と
な
る
。
そ
の
際
、

今
後
増
加
す
る
地
域
型
決
済
の
各
ス

キ
ー
ム
に
対
し
、
個
別
接
続
で
は
な

く
「
国
際
決
済
Ｈ
Ｕ
Ｂ
」
の
よ
う
な

共
同
利
用
型
の
外
部
接
続
を
検
討
す

る
こ
と
が
効
果
的
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
地
域
型
決
済
へ
の
対
応
は
、
実

現
方
法
・
接
続
方
式
・
シ
ス
テ
ム
対

応
お
よ
び
今
後
の
周
辺
領
域
へ
の
拡

大
を
含
め
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
日
本

の
決
済
シ
ス
テ
ム
に
さ
ま
ざ
ま
な
影

響
を
及
ぼ
す
潜
在
的
な
可
能
性
を
有

し
て
い
る
。
個
別
案
件
対
応
に
と
ど

ま
ら
ず
、
組
織
横
断
的
な
ア
プ
ロ
ー
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チ
に
よ
る
全
体
的
な
ア
ー
キ
テ
ク
チ

ャ
レ
ベ
ル
か
ら
検
討
を
行
う
必
要
性

が
高
ま
り
そ
う
で
あ
る
。

　

地
域
型
決
済
ス
キ
ー
ム
に
よ
る
取

引
件
数
は
増
加
が
見
込
ま
れ
る
が
、

単
年
度
収
支
が
黒
字
化
す
る
に
は
相

応
の
期
間
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
と
は
い
え
、
黒
字
メ
ド
が
た
っ

た
と
き
に
は
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逸
し
て

い
る
可
能
性
も
捨
て
き
れ
ず
、
日
本

の
決
済
取
引
規
模
が
ア
ジ
ア
に
対
し

て
相
応
の
影
響
力
を
行
使
で
き
る
期

間
内
に
手
を
打
つ
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
。
そ
の
点
か
ら
地
域
型
決
済
ス
キ

ー
ム
へ
の
投
資
は
、
従
来
ま
で
の
意

思
決
定
の
枠
組
み
で
は
実
現
が
困
難

視
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
銀
行
界
と
し

て
こ
の
よ
う
な
国
際
的
な
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ
に
対
し
て
、
個
別
行
の
判
断

を
超
え
た
投
資
の
枠
組
み
を
検
討
す

る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
（
注
６
）。

■
将
来
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
拡
大
へ

の
対
応

　

今
後
新
興
国
経
済
の
成
長
に
伴
っ

て
、
地
域
型
決
済
ス
キ
ー
ム
は
対
象

範
囲
や
連
携
範
囲
を
拡
大
し
、
中
期

的
に
は
地
域
型
決
済
ス
キ
ー
ム
が
相

互
に
連
携
す
る
「
決
済
多
極
化
の
時

代
」
を
迎
え
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
。
決
済
多
極
化
の
時
代
は
、
各
地

域
の
自
立
性
を
尊
重
し
な
が
ら
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
で
結
び
つ
け
て
い
く
時
代

で
、
単
一
通
貨
ユ
ー
ロ
の
教
訓
か
ら

無
理
な
通
貨
統
合
を
せ
ず
に
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
連
携
さ
せ
る
こ
と
の
意
義

が
高
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
と
き
、
決
済
シ
ス
テ
ム
は
経
済

圏
全
体
が
共
存
共
栄
す
る
た
め
の
非

常
に
重
要
な
要
素
と
な
る
。

　

ア
ジ
ア
は
、
金
融
制
度
や
業
務
シ

ス
テ
ム
の
差
異
が
顕
著
で
、
発
展
段

階
や
開
放
度
が
異
な
っ
て
い
る
た

め
、
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
決
済
取
引
の

落
ち
着
き
ど
こ
ろ
は
ま
だ
み
え
て
い

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
経
済

が
ア
ジ
ア
経
済
と
平
仄
を
合
わ
せ
て

成
長
し
て
い
く
将
来
を
考
え
れ
ば
、

ア
ジ
ア
域
内
に
格
差
が
あ
る
こ
と
を

ふ
ま
え
て
、
日
本
国
内
の
決
済
シ
ス

テ
ム
も
ア
ジ
ア
と
緩
や
か
に
連
携
で

き
る
よ
う
に
投
資
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
機

能
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
必
要
性
が
高
ま

る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
現
在

邦
銀
の
格
付
に
は
相
対
的
な
優
位
性

が
あ
る
。
日
本
経
済
が
他
国
に
影
響

力
を
も
ち
う
る
タ
イ
ミ
ン
グ
の
い
ま

こ
そ
、
こ
れ
ま
で
日
本
が
蓄
え
て
き

た
知
恵
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
共
有
し
、
ア

ジ
ア
決
済
の
枠
組
み
づ
く
り
に
参
画

す
る
好
機
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。

（
注
）
１　
Ｔ
Ｃ（T

echnical C
om

m
ittee

）

68
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
傘
下
で
「
金
融
サ
ー

ビ
ス
」
に
関
す
る
技
術
の
国
際
標
準
化

を
担
う
委
員
会
。

２　
グ
ロ
ー
バ
ル
規
模
で
参
加
者
が
拡

大
し
つ
つ
あ
る
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
の
新

し
い
決
済
ス
キ
ー
ム
。
図
表
１
参
照
。

３　
Ｐ
Ｏ
Ｓ
＝P

oint O
f Sale

。
シ
ョ

ッ
ピ
ン
グ
に
お
け
る
加
盟
店
の
カ
ー
ド

受
付
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
こ
と
。
オ
ー
ソ

リ
、
物
品
販
売
の
売
上
げ
と
単
品
単
位

で
の
集
計
等
に
利
用
す
る
。
ア
メ
リ
カ

な
ど
で
は
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

Ｐ
Ｏ
Ｓ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
共
用
さ
れ

る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

４　
Ｃ
Ｌ
Ｓ
＝C

ontenious L
inked 

Settlem
ent

。
外
国
為
替
取
引
の
時
差

に
よ
る
資
金
決
済
リ
ス
ク
（
ヘ
ル
シ
ュ

タ
ッ
ト
リ
ス
ク
）
を
回
避
す
る
た
め

に
、
Ｃ
Ｌ
Ｓ
決
済
専
門
機
関
に
お
い

て
、
同
機
関
に
参
加
す
る
世
界
各
国
の

銀
行
等
の
売
渡
通
貨
と
買
受
通
貨
の
決

済
を
、
決
め
ら
れ
た
時
間
帯
に
集
中
し

て
行
う
決
済
方
法
の
こ
と
を
さ
す
。
ま

た
、
こ
の
よ
う
な
資
金
決
済
に
特
化
し

た
特
別
目
的
銀
行
を
Ｃ
Ｌ
Ｓ
銀
行
と
呼

ぶ
。

５　
Ｉ
Ｐ
Ｆ
Ａ
の
ス
キ
ー
ム
も
、
グ
ロ

ー
バ
ル
化
し
た
日
系
企
業
に
と
っ
て
給

与
支
払
い
（
ペ
イ
チ
ェ
ッ
ク
）
の
代
替

手
段
に
な
り
う
る
。

６　
Ａ
Ｐ
Ｎ
に
接
続
し
て
い
る
ス
イ
ッ

チ
ン
グ
事
業
者
は
、
各
国
大
手
銀
行
が

共
同
出
資
し
て
い
る
事
業
体
で
、
そ
れ

自
体
が
共
同
投
資
ス
キ
ー
ム
に
な
っ
て

い
る
。

や
ま
が
み　

あ
き
ら

都
市
銀
行
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
駐
在
、
外

資
系
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
を
経

て
、
05
年
に
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ
経
営
研

究
所
入
社
。
金
融
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
本
部
長
を
経
て
、
12
年
か
ら
現

職
。
一
般
社
団
法
人
Ｘ
Ｂ
Ｒ
Ｌ
ジ
ャ

パ
ン
理
事
。
近
著
に
『
決
済
サ
ー
ビ

ス
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
』（
共
著
・

ダ
イ
ア
モ
ン
ド
社
）、『
Ｘ
Ｂ
Ｒ
Ｌ
が

拓
く
会
計
情
報
開
示
』（
共
著
・
中

央
経
済
社
）。


